
漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・直接雇用） ＜第３表の１２の１＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

1

△ 無 有

－ △

－ △

2 ○

3

－ △

－ △

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①申請人が技能
実習２号良好修
了者（２年１０
か月以上）の場
合

以下のいずれかの書類
・技能評価試験（専門級）
の実技試験の合格証明書の
写し
・技能実習生に関する評価
調書

参考様式
第1-2号

※評価調書
のみ

※試験免除の対象となる技能実習の
職種、作業は、「特定の分野に係る
特定技能外国人受入れに関する運用
要領-漁業分野の基準について-」の別
表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生と
して受け入れたことがある場合で、
技能実習法の「改善命令」や旧制度
の「改善指導」を過去１年以内に受
けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発
行が受けられない場合は、申請前に
地方出入国在留管理局に要相談。

・申請年月日

・受付番号

② ①申請人が に
該当しない場合

１号漁業技能測定試験の合
格証明書の写し

※対象となる業務区分は、「特定の
分野に係る特定技能外国人受入れに
関する運用要領-漁業分野の基準につ
いて-」の別表を参照。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号

以下のいずれかの書類
・日本語能力試験（Ｎ４以
上）の合格証明書の写し
・国際交流基金日本語基礎
テストの判定結果通知書の
写し

※職種・作業にかかわらず技能実習
２号良好修了者（２年１０か月以上
）の場合は省略可であるが、技能実
習２号良好修了者であることを証明
する書類が必要。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関す
る誓約書（特定技能所属機関）

分野参考様
式第12-1号

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①所属機関が許
可又は免許を受
けて漁業若しく
は養殖業を営ん
でいる場合

以下のいずれかの書類
・許可証の写し
・免許の指令書の写し
・その他許可又は免許を受
け漁業又は養殖業を営んで
いることが確認できる公的
な書類の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

②所属機関が漁
業協同組合に所
属して漁業又は
養殖業を営んで
いる場合

以下のいずれかの書類
・当該組合の漁業権の内容
たる漁業又は養殖業を営む
ことを確認できる当該組合
が発行した書類の写し
・その他当該組合に所属し
て漁業又は養殖業を営んで
いることが確認できる書類
の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



4 － △

5 協議会 ○

6 △

以下のいずれかの書類
・漁船原簿謄本の写し
・漁船登録票の写し

※漁船を用いて漁業又は養殖業を営
んでいる場合は必要。
※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

協議会の構成員であることの証明書（特定技能所
属機関）

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関す
る誓約書（登録支援機関）

分野参考様
式第12-2号

※登録支援機関に、１号特定技能外
国人支援計画の実施の全部を委託す
る場合は必要。



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の２＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

1

△ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

2 ○ 有 無 有 無

3

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①申請人が技能
実習２号良好修
了者（２年１０
か月以上）の場
合

以下のいずれかの書類
・技能評価試験（専門級）
の実技試験の合格証明書の
写し
・技能実習生に関する評価
調書

参考様式
第1-2号

※評価調書
のみ

※試験免除の対象となる技能実習の
職種、作業は、「特定の分野に係る
特定技能外国人受入れに関する運用
要領-漁業分野の基準について-」の別
表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生と
して受け入れたことがある場合で、
技能実習法の「改善命令」や旧制度
の「改善指導」を過去１年以内に受
けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発
行が受けられない場合は、申請前に
地方出入国在留管理局に要相談。

・申請年月日

・受付番号

② ①申請人が に
該当しない場合

１号漁業技能測定試験の合
格証明書の写し

※対象となる業務区分は、「特定の
分野に係る特定技能外国人受入れに
関する運用要領-漁業分野の基準につ
いて-」の別表を参照。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号

以下のいずれかの書類
・日本語能力試験（Ｎ４以
上）の合格証明書の写し
・国際交流基金日本語基礎
テストの判定結果通知書の
写し

※職種・作業にかかわらず技能実習
２号良好修了者（２年１０か月以上
）の場合は省略可であるが、技能実
習２号良好修了者であることを証明
する書類が必要。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関す
る誓約書（特定技能所属機関）

分野参考様
式第12-1号

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①所属機関が許
可又は免許を受
けて漁業若しく
は養殖業を営ん
でいる場合

以下のいずれかの書類
・許可証の写し
・免許の指令書の写し
・その他許可又は免許を受
け漁業又は養殖業を営んで
いることが確認できる公的
な書類の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

②所属機関が漁
業協同組合に所
属して漁業又は
養殖業を営んで
いる場合

以下のいずれかの書類
・当該組合の漁業権の内容
たる漁業又は養殖業を営む
ことを確認できる当該組合
が発行した書類の写し
・その他当該組合に所属し
て漁業又は養殖業を営んで
いることが確認できる書類
の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の２＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

4 － △ 有 無 有 無
以下のいずれかの書類
・漁船原簿謄本の写し
・漁船登録票の写し

※漁船を用いて漁業又は養殖業を営
んでいる場合は必要。
※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の２＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

5

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

6 労働者派遣事業許可証の写し － △ 有 無 有 無

7 派遣計画書 ○ 有 無 有 無

8 労働者派遣契約書の写し － ○ 有 無 有 無

9 就業条件明示書の写し ○ 有 無 有 無

10 協議会 ○ 有 無 有 無

11 △ 有 無 有 無

①
～
④
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①派遣元につい
て、漁業又は漁
業に関連する業
務を行っている
場合

定款、登記事項証明書、有
価証券報告書、決算関係書
類など漁業又は漁業に関連
する業務を行っていること
が確認できる書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

②派遣元につい
て、地方公共団
体等が資本金の
過半数を出資し
ている機関であ
る場合

有価証券報告書、株主名簿
の写しなど資本金の出資者
を明らかにする書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが資本金
の過半数を出資している場合も必要
。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

③派遣元につい
て、地方公共団
体の職員等が役
員として在籍し
ている場合

役員名簿など地方公共団体
の職員等が役員として在籍
していることが確認できる
書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが役員で
ある場合も必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

④派遣元につい
て、地方公共団
体等が実質的に
業務執行に関与
している場合

業務方法書、組織体制図な
ど実質的に業務執行に関与
していることが確認できる
書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが実質的
に業務執行に関与している場合も必
要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

参考様式
第1-12号

参考様式
第1-13号

協議会の構成員であることの証明書（特定技能所
属機関）

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関す
る誓約書（登録支援機関）

分野参考様
式第12-2号

※登録支援機関に、１号特定技能外
国人支援計画の実施の全部を委託す
る場合は必要。



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の２＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

以下派遣先に関する必要な書類

12 派遣先の概要書（漁業分野） ○ 有 無 有 無

13

労働局 ○ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

14 △ 有 無 有 無

15 納税証明書（その３） 税務署 △ 有 無 有 無

参考様式
第1-15号

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①労働保険の適
用事業所で特定
技能外国人を初
めて受け入れる
場合

労働保険料等納付証明書（
未納なし証明）

②労働保険の適
用事業所で特定
技能外国人の受
入れを継続して
いる場合

以下のいずれかの書類
・直近２年分の労働保険概
算・増加概算・確定保険料
申告書（事業主控）の写し
・直近２年分の労働保険料
等納入通知書の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

上記に対応する以下のいず
れかの書類
・領収証書の写し
・口座振替結果通知ハガキ
の写し
・労働保険料等口座振替結
果のお知らせの写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

以下のいずれかの書類
・社会保険料納入状況回答票
・申請日の属する月の前々月までの２４か月分の
健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し

日本年金機
構
又は

年金事務所

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※２０２５年４月申請の場合は、２
０２３年３月～２０２５年２月分が
必要。
※納付や換価の猶予を受けている場
合で、社会保険料納入状況照会回答
票にその旨の記載がないときは、納
付の猶予許可通知書又は換価の猶予
許可通知書の写しも必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※該当税目
　 ①源泉所得税及び復興特別所得税
　 ②法人税
　 ③消費税及び地方消費税
※納税の猶予又は納付受託の適用を
受けている場合は、当該適用がある
旨の記載がある納税証明書及び未納
がある税目についての納税証明書（
その１）も必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の２＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

16 法人住民税の納税証明書 市区町村 △ 有 無 有 無

17 公的義務履行に関する説明書 △ 有 無 有 無

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※特定技能外国人を初めて受け入れ
る場合は直近１年度分、受入れ中の
場合は直近２年度分が必要。
※納税緩和措置（換価の猶予、納税
の猶予又は納付受託）の適用を受け
ている場合で、当該適用を受けてい
ることが納税証明書に記載されてい
ないときは、当該適用に係る通知書
の写しも必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

参考様式
第1-27号

※１３～１６のいずれについても滞
納がない場合で、１３～１６の書類
を省略するときは必要。



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の３＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

1

△ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

2 ○ 有 無 有 無

3

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①申請人が技能
実習２号良好修
了者（２年１０
か月以上）の場
合

以下のいずれかの書類
・技能評価試験（専門級）
の実技試験の合格証明書の
写し
・技能実習生に関する評価
調書

参考様式
第1-2号

※評価調書
のみ

※試験免除の対象となる技能実習の
職種、作業は、「特定の分野に係る
特定技能外国人受入れに関する運用
要領-漁業分野の基準について-」の別
表を参照。
※所属機関が申請人を技能実習生と
して受け入れたことがある場合で、
技能実習法の「改善命令」や旧制度
の「改善指導」を過去１年以内に受
けていないときは省略可。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。
※技能実習生に関する評価調書の発
行が受けられない場合は、申請前に
地方出入国在留管理局に要相談。

・申請年月日

・受付番号

② ①申請人が に
該当しない場合

１号漁業技能測定試験の合
格証明書の写し

※対象となる業務区分は、「特定の
分野に係る特定技能外国人受入れに
関する運用要領-漁業分野の基準につ
いて-」の別表を参照。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号

以下のいずれかの書類
・日本語能力試験（Ｎ４以
上）の合格証明書の写し
・国際交流基金日本語基礎
テストの判定結果通知書の
写し

※職種・作業にかかわらず技能実習
２号良好修了者（２年１０か月以上
）の場合は省略可であるが、技能実
習２号良好修了者であることを証明
する書類が必要。
※申請人に係る過去の在留諸申請に
おいて提出済み（現在もその内容に
変更がなく、有効期限内のものに限
る。）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関す
る誓約書（特定技能所属機関）

分野参考様
式第12-1号

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①所属機関が許
可又は免許を受
けて漁業若しく
は養殖業を営ん
でいる場合

以下のいずれかの書類
・許可証の写し
・免許の指令書の写し
・その他許可又は免許を受
け漁業又は養殖業を営んで
いることが確認できる公的
な書類の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

②所属機関が漁
業協同組合に所
属して漁業又は
養殖業を営んで
いる場合

以下のいずれかの書類
・当該組合の漁業権の内容
たる漁業又は養殖業を営む
ことを確認できる当該組合
が発行した書類の写し
・その他当該組合に所属し
て漁業又は養殖業を営んで
いることが確認できる書類
の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の３＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

4 － △ 有 無 有 無
以下のいずれかの書類
・漁船原簿謄本の写し
・漁船登録票の写し

※漁船を用いて漁業又は養殖業を営
んでいる場合は必要。
※受け入れている任意の外国人に係
る過去の在留諸申請において提出済
み（現在もその内容に変更がなく、
有効期限内のものに限る。）の場合
は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の３＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

5

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

6 労働者派遣事業許可証の写し － △ 有 無 有 無

7 派遣計画書 ○ 有 無 有 無

8 労働者派遣契約書の写し － ○ 有 無 有 無

9 就業条件明示書の写し ○ 有 無 有 無

10 協議会 ○ 有 無 有 無

11 △ 有 無 有 無

①
～
④
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①派遣元につい
て、漁業又は漁
業に関連する業
務を行っている
場合

定款、登記事項証明書、有
価証券報告書、決算関係書
類など漁業又は漁業に関連
する業務を行っていること
が確認できる書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

②派遣元につい
て、地方公共団
体等が資本金の
過半数を出資し
ている機関であ
る場合

有価証券報告書、株主名簿
の写しなど資本金の出資者
を明らかにする書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが資本金
の過半数を出資している場合も必要
。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

③派遣元につい
て、地方公共団
体の職員等が役
員として在籍し
ている場合

役員名簿など地方公共団体
の職員等が役員として在籍
していることが確認できる
書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが役員で
ある場合も必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

④派遣元につい
て、地方公共団
体等が実質的に
業務執行に関与
している場合

業務方法書、組織体制図な
ど実質的に業務執行に関与
していることが確認できる
書類

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。
※漁業を行っている者などが実質的
に業務執行に関与している場合も必
要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

※受け入れている任意の外国人に係
る過去１年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在もその内容に変更
がなく、有効期限内のものに限る。
）の場合は省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

参考様式
第1-12号

参考様式
第1-13号

協議会の構成員であることの証明書（特定技能所
属機関）

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関す
る誓約書（登録支援機関）

分野参考様
式第12-2号

※登録支援機関に、１号特定技能外
国人支援計画の実施の全部を委託す
る場合は必要。



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の３＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

以下派遣先に関する必要な書類

12 派遣先の概要書（漁業分野） ○ 有 無 有 無

13

労働局 ○ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

有 無 有 無

参考様式
第1-15号

①
～
③
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①労働保険の適
用事業所で特定
技能外国人を初
めて受け入れる
場合

労働保険料等納付証明書（
未納なし証明）

②労働保険の適
用事業所で特定
技能外国人の受
入れを継続して
いる場合

以下のいずれかの書類
・直近２年分の労働保険概
算・増加概算・確定保険料
申告書（事業主控）の写し
・直近２年分の労働保険料
等納入通知書の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

上記に対応する以下のいず
れかの書類
・領収証書の写し
・口座振替結果通知ハガキ
の写し
・労働保険料等口座振替結
果のお知らせの写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

③労働保険の適
用事業所ではな
い場合

□
（該当する場合はチェック

）

※労働保険等に係る提出書類は不要
。



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の３＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

14

△ 有 無 有 無

－ △ 有 無 有 無

市区町村 △ 有 無 有 無

△ 有 無 有 無

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

①健康保険・厚
生年金保険の適
用事業所の場合

以下のいずれかの書類
・社会保険料納入状況回答
票
・申請日の属する月の前々
月までの２４か月分の健康
保険・厚生年金保険料領収
証書の写し

日本年金機
構
又は

年金事務所

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※２０２５年４月申請の場合は、２
０２３年３月～２０２５年２月分が
必要。
※納付や換価の猶予を受けている場
合で、社会保険料納入状況照会回答
票にその旨の記載がないときは、納
付の猶予許可通知書又は換価の猶予
許可通知書の写しも必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

②健康保険・厚
生年金保険の適
用事業所でない
場合

個人事業主の国民健康保険
被保険者証の写し

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※保険者番号及び被保険者等記号・
番号をマスキング（黒塗り）したも
のが必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

個人事業主の国民健康保険
料（税）納付証明書

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※特定技能外国人を初めて受け入れ
る場合は直近１年度分、受入れ中の
場合は直近２年度分が必要。
※保険者番号及び被保険者等記号・
番号をマスキング（黒塗り）したも
のが必要。
※納付や換価の猶予を受けている場
合で、国民健康保険料（税）納付証
明書にその旨の記載がないときは、
これらに係る通知書の写しも必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

個人事業主の被保険者記録
照会回答票

日本年金機
構
又は

年金事務所

※申請日の属する月の前々月までの
２４か月分の個人事業主の国民年金
保険料領収証書の写しを提出する場
合は省略可。
※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※基礎年金番号をマスキング（黒塗
り）したものが必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号



漁業分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請・法人派遣雇用） ＜第３表の１２の３＞

番号 必要書類 留意事項

提出確認欄

官用欄
過去に提出した申請情報

様式番号又
は発行機関

提出
の
要否 ○を

記載

14

△ 有 無 有 無

15 個人事業主の納税証明書（その３） 税務署 △ 有 無 有 無

16 個人事業主の個人住民税の納税証明書 市区町村 △ 有 無 有 無

17 公的義務履行に関する説明書 △ 有 無 有 無

①
又
は
②
の
い
ず
れ
か
該
当
す
る
書
類
が
必
要

②健康保険・厚
生年金保険の適
用事業所でない
場合

以下のいずれかの書類
・個人事業主の被保険者記

Ⅱ録照会（納付 ）
・申請日の属する月の前々
月までの２４か月分の個人
事業主の国民年金保険料領
収証書の写し

日本年金機
構
又は

年金事務所

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※基礎年金番号をマスキング（黒塗
り）したものが必要。
※２０２５年４月申請の場合は、２
０２３年３月～２０２５年２月分が
必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※該当税目
　 ①源泉所得税及び復興特別所得税
　 ②申告所得税及び復興特別所得税
　 ③消費税及び地方消費税
　 ④相続税
　 ⑤贈与税
※納税の猶予又は納付受託の適用を
受けている場合は、当該適用がある
旨の記載がある納税証明書及び未納
がある税目についての納税証明書（
その１）も必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

※受け入れている任意の外国人に係
る過去２年以内の在留諸申請におい
て提出済み（現在も労働保険料等、
社会保険料、税のいずれについても
滞納がない場合に限る。）の場合は
省略可。
※特定技能外国人を初めて受け入れ
る場合は直近１年度分、受入れ中の
場合は直近２年度分が必要。
※納税緩和措置（換価の猶予、納税
の猶予又は納付受託）の適用を受け
ている場合で、当該適用を受けてい
ることが納税証明書に記載されてい
ないときは、当該適用に係る通知書
の写しも必要。

・申請年月日

・受付番号又は在留カー
ド番号

参考様式
第1-27号

※１３～１６のいずれについても滞
納がない場合で、１３～１６の書類
を省略するときは必要。
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